
ROSと は何か一大雪山国立公園を事例として一

岩手大学 広田純― (山 岳レクリエーション管理研究会世話人)

1.は じめに

ある山域で登山客が増加 し、し尿による汚染が問題になってくると、当然のことながら、

トイレの設置が議論 されるようになる。そのさい、どのような トイ レを設置すべきか (あ

るいは設置できるか)と いう議論 と並んで、そもそもその場所に トイレを設置すべきかと

い う議論が重要であることは言 うまでもない。 トイレの設置は、その山域の景観や雰囲気

に大きな影響を与えるし、設置によつて一層の登山者の増加を招く側面があるからである。

ある山域に トイレを設置すべきかどうか、あるいはどういうタイプの トイレを設置すべ

きかは、本来ならば、その山域をどのような場所 として利用・管理 していくかについての

計画を立てて、それに基づいて考えるのが望ましい。たとえば、そこを原生的な雰囲気を

大切にする場所として利用・管理 していくなら、恒久的な トイ レを設置するのは控えるべ

きだろうし (こ の場合、 トイ レ問題が起きないように入山規制等を含む総合的な管理対策

が講 じられることになる)、 あるいは誰もが軽装備で気軽に訪れ られる場所 とするなら、

景観に配慮しつつも設備の整った トイレを設置すればよいだろう。

しかしながら、我が国の山岳地域には、今のところ、そのような利用・管理計画は存在

しない。 したがって、 トイレの問題についても、問題を生 じている山域ごとに、関係者が

議論を重ねつつ、試行錯誤を繰 り返 しながら対応を考えて行かざるをえない状況にある。

本報告では、アメリカで開発 され、森林や山岳地域における利用・管理計画策定のため

の有力な手段 となっているROS(Recreation Opportunity Spectrum)の 考え方 と手法

紹介する。ROSと は、森林や山岳地域で想定される多様なレクリエーション体験に対し

て、それぞれにとつて最 も好ましいレクリエーション環境をゾーニングを通して提供 しよ

うというものであり、我が国の山岳国立公園の利用・管理に対 しても大きな示唆を与えて

くれる概念である。

我々 (山 岳レクリエーション管理研究会 (注 1))は 、こうしたROSの 考え方 と手法

に学び、それを実際に大雪山国立公園に適用 して、同国立公園の管理計画の試案を作成す

るに至った。本報告では、本研究会での大雪山での計画作成の経験を基にして、ROSが
どのようなものであるか、それがどのように我々の問題に役に立ちうるのかを考えてみた

い。

報告の順序 としては、まず,ROSの 概念と枠組み,お よびその意義を述べる。次に,

ROSに 基づいた大雪山国立公園の管理計画の作成プロセスを順を追つて具体的に紹介す

る。その後に,山 岳 トイ レ問題にROSが どのように使 えるかについて若干の考察を行

い,,最後に、ROSの 概念 と関わる最近の トピンクスをいくつか紹介する。

ROSの 手法自体は決 して難 しいものではないが、前提 となる理念 (考え方)を共有す

ることに、あるいは時間がかかるかもしれない。そのことも含めて、本報告が山岳 トイレ

問題に多少でも参考 となるところがあれば幸いである。
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なお、本報告は山岳レクリエーション管理研究会の成果 (注 2)に全面的に負っており、

本稿での見解は同研究会のものであることを予めお断 りしておきたい。ただし,本稿の文

責は報告者にある。

(注 1)山岳レクリエーシヨン管理研究会のメンバーは次の通 り (五十音順):小野 理 (北海道庁)、

庄子 康 (学術振興会PD)、 土屋俊幸 (東京農工大学)、 広田純― (岩手大学/世話人)、 人巻

一成 (独立行政法人森林総合研究所北海道支所)、 山口和男 ((有)自 然環境コンサルタント)

(注 2)山岳レクリエーション管理研究会 (1998):利 用者の多様性に応 じた自然公園管理のあり方に関

する調査研究報告書 (その 1)一大雪山国立公園を対象としたROS手 法の開発―、EnVisio

n.山岳レクリエーション管理研究会 (2002):利用者の多様性に応 じた自然公園管理のあり

方に関する調査研究報告書 (そ の2)―ROS手 法による大雪山国立公園管理計画の立案― .

2.ROS概 説

2.l ROSの考え方とその枠組み

ROSと は、レクリエーシヨン体験の多様性を考慮 してレクリエーシヨン空間のプーニ

ングを行い、それぞれの空間にふさわしい利用・管理を行 うための考え方であり、手法で

ある。ROSは 1978年 に米国で提唱され、国有林や 自然公園の管理計画に用いられてきた。

ROSの 考え方 とは次のようなものである。

レクリエーション地域において利用者は、自らが期待するレクリエーシヨン体験を得る

のに最もふさわしい求めて、レクリエーシヨン空間を選び、レクリエーシヨン行動をとる。

その際、利用者が求めるレクリエーシヨン体験の内容が異なれば、当然、選択 されるレク

リエーション活動や レクリエーシヨン空間も異なる。

たとえば、人間の痕跡が少ない、ありのままの自然を体験したい (=レクリエーシヨン

体験)者は、時間と手間をかけても、人為的な影響の少ない山岳地域 (=レ クリエーシヨ

ン空間)で登山する (=レクリエーシヨン活動)こ とを欲するだろう。これに対して、手

軽に美 しい風景に接 したい (=レ クリエーシヨン体験)者は、観光道路や利便施設などが

整備 された地域 (=レ クリエーシヨン空間)を選んで、 ドライブや ピクニック (=レ クリ

エーション活動)に行 くだろう。

大雪山を例に取れば、大自然の中で静寂や孤独感、あるいは達成感を味わいたい (=レ

クリエーション体験)登山者は、 トムラウシ山や高根ヶ原 (=レクリエーシヨン空間)を

目指 して、テン トや食料を背負って山旅に出かける (=レ クリエーシヨン活動)だ ろうし、

手軽に大景観を眺めたい (=レ クリエーシヨン体験)観光客は、普段着のままロープウェ

イにで姿見 (=レ クリエーシヨン空間)に登 り、遊歩道を散策する (=レ クリエーシヨン

活動)こ とを選ぶだろう。

むろん、これ以外にも、利用者が求めるレクリエーション体験には様々なものがあり、

それを実現できるレクリエーシヨン空間や レクリエーシヨン活動にも多様なものがあるは

ずである。

ROSと は、こうした多様なレクリエーション体験の存在を前提 として、多様なレクリ

エーション空間を確保するために、レクリエーション地域のデーニングを行 うことである。

ところで、レクリエーション体験の場であるレクリエーシヨン空間は、「物的環境」、「社
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会的乗境」、「管理水準」の 3種類の要素によって成 り立っている。登山やアウ トドアス

ポーンの対象 となる山岳地域について言えば、「物的環境」 とは、登山日からの距離や登

山道の整備水準、案内設備や休憩・宿泊施設の整備状況、その他人工物の有無などを指し、

「社会的環境」とは、混雑度ないし利用密度や、そこを訪れる利用者のタイプなどが該当

する。また、「管理水準」とは、レクリエーション活動を行 う上での規制や規則、自然に

ついての解説や、レクリエーション活動のインス トラクションなどのことである。

レクノエーション空間がこれ らの要素の組み合わせによって構成 されているということ

は、これらの要素の組み合わせを管理することによつて、様々なレクリエーション空間を

維持・創設できるとい うことでもある。

たとえば、原生自然的な雰囲気が残っている、ある山域を考える場合、現在のレクリエ

ーション空間の特徴を維持しようとすれば、① 「物的環境」:登山道は現状のまま (登山

靴が必要)と し、案内設備や休憩施設などは設けない、② 「社会的環境」:訪れるのは登

山の経験者のみ、③ 「管理水準」:シーズン中には入山規制を行 う、といつた管理が必要

となる。これに対して、より手軽に自然を楽 しめるレクリエーション空間に変えていこう

とするなら、① 「物的環境」:で きるだけ歩きやすいように登山道を改良し、案内設備や

休憩施設などを充実させる、② 「社会的環境」:登 山経験の少ないハイカーの入れ込みを

増やす、③ 「管理水準」:安全や規制のために監視員を常駐させる、とい うような管理が

考えられる。

ROSは 、レクリエーション空間の配置や設計を通 じて、レクリエーション地域全体の

適切な管理にも役立つのである。

2.2 ROSの意義

ROSの ような考え方 。手法が必要とされる背景として、レクリエーション地域におい

て、多様なレクリエーション体験 (レ クリエーション空間)へのニーズが存在 し、それら

が場所 (空間)的に競合するとい う状況がある。

たとえば、大雪山目立公園においては、困難や努力を伴 うような原生的な自然体験を求

めるような登山者がいる一方で、できるだけ手軽に安全に原生的な自然景観を楽 しみたい

とい う登山者や観光客もいる。同じ場所に対 して、相反する志向性を持ったニーズが存在

するのである。

我が国の山岳レクリエーションの歴史を省みると、登山者の増加につれて、登山道やそ

の他の施設・設備が整備 され、原生的な自然体験の場が、いわば,な し崩 し的に損なわれ

るとい うケースがほとんどだった。山岳観光道路の開通といつた極端な場合には,原生的

な自然体験の場が消滅することさえあつた。

このような状況に対処するには、少なくとも、レクリエーション体験 (レ クリエーショ

ン空間)の多様性を守ることに対する共通認識 と、レクリエーション体験の多様性の確保

を前提 としたレクリエーション地域の管理手法の確立が必要であろう。そのどちらもが実

F兄 されていない我が国の現状で、ROSは 、その理念において前者の共通認識の獲得に寄

与し、その手法において後者の管理手法の確立に役に立つと考えられるのである。

3.大雪山目立公園におけるROSの適用―管理計画の作成一
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3.l ROS分 類の作成

(1)目 的

ROSの 最も基本的な部分は、レクリエーション地域をレクリエーシヨン体験の質に基

づいて複数の区域 (レ クリエーション空間)に 区分することである。そのためには、区分

すべき区域 (レ クリエーション空間)の種類 と属性 (前述の 「物的環境」、「社会的環境」

「管理水準」)を定めなければならない。

あるレクリエーション地域に適用すべきレクリエーシヨン空間の種類 と属性を示したも

のをROS分 類 と呼ぶ。アメリカの国有林では一般に、「原生区域」、「原動機未利用型準

原生区域」、「原動機利用型準原生区域」、「自動車利用型 自然区域」、「田園区域」、「都市

区域」の 6区域分類が用いられている。

ところが、この分類は自動車利用を含む広域的なレクリエーシヨン利用を前提としたも

のであり、ここで対象 とする大雪山国立公園のように、徒歩による登山利用を前提とする

山岳地域にそのまま適用するわけにはいかない。つま り、徒歩利用を前提とする、よりき

め細かなROS分 類を新たに作成する必要があるわけである。

そこで我々は、次のような手順によつて、大雪山国立公園に適用可能なROS分 類の開

発を試みた。まずはじめに、大雪山国立公園の利用者がどのようなレクリエーシヨン空間

を期待 しているかを、アンケー ト調査によつて把握 した。次に、国立公園の管理の視点か

ら、それぞれのレクリエーシヨン空間が満たすべき属性 (「 物的環境」、「社会的環境」「管

理水準」)を検討 した。

(2)大 雪山日立公園の利用者の分類

利用者アンケー トでは、レクリエーシヨン空間の質に関係すると考えられる11の 項目を

用意 し、 3ま たは 5段階で示 した選択肢の中からもつとも好ましいと思 う状況を選んでも

らった (表 1)。

表 1.ア ンケー トに用いた評価項目と配点
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アンケー ト調査を実施したのは、1997年 8月 9～ 11日 である。アンケー ト調査票の配布は

国立公園内の主要登山日のすべてで行つた。調査票は利用者が下山するときに渡し、帰宅
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後に記入 して郵送で送 り返してもらうように依頼 した。各登山口で配布 したアンケー ト票

の数は、旭岳650、 黒岳491、 銀泉台、愛山渓がともに100、 高原温泉 46、 沼ノ原 24、 天人

峡32の合計 1、 443部 である。各地点の回収数は順に285、 223、 14、 47、 31、 15、 23、 20で、

合計658部 を回収 し、回収率は45,6%であつた。

この うち無回答の標本を除く493部 を対象に、前述の11項 目についての主成分分析を行

い、第 5主成分までの主成分得点を用いてクラスター分析を行って、利用者を 3つのグル

ープに分類 した (図 1)。 各グループの標本数は 1群が246、 2群が 131、 3群が116で あ

る。

歩道の整備状況
5

目的地までの往復の歩行時間 ベンチ・テーブル

クマと遭遇する可能性

歩道で人と出会 う頻度 自然解説板

-1群
…‐ ‐2群
ヽヽヽミヽヽ 単ヽ3群

監視員・ レンジャー 注意標識

山小屋 入禁止のロープ

注 :「歩道で人と出会う頻度」、「クマと道遇する可能性」は、

評価点を1点 と5点 、2点 と4点 についてそれぞれ入れ替えて表示し

てある。

図 1,利 用者グループの平均点

図 1よ り、 1群 に属する利用者は、施設整備や人為的影響を最も好まないグループ、自

然度の高い環境を好むグループであることがわかる。これに対 して、 2群 と3群は、 1群

よりも相対的に施設整備や利便性を好むグループである。 しかし、 2群は 3群 よりも、歩

道やベンチ・テーブル、山小屋の整備、 目的地への到達時間の短さを好み、他方 3群は 2

群よりも道標や 自然解説板、注意標識、立ち入 り禁止ロープの設置、監視員・ レンジャー

の配置を好む とい う特徴が見 られる。つまり、 2群はよりI床適で便利な空間を望む傾向が

強いのに対 して、 3群は自然 らしさの保全への配慮を志向するグループであると言える。

(3)ROS分 類の作成

前項では利用者グループを 3つに分類 したが、実はクラスター分析によって 3グループ

に大括 りにしたことによつて、各グループの特性が平均値 として統計的に丸められてしま

い、結果として統計的には周縁に分布するような利用者グループ (つまり、より自然性を

重視する利用者 と、より利便性を重視する利用者)を抽出できていないとい う問題があつ

道標
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た。

そこで、利用者グループに対応 したレクリエーション空間を設定するに当たつては、上

記の 3グループに加えて、より自然性を重視するグループと、より利便性を重視するグル

ープとを想定 し、レクリエーション空間としては 5つ の区域に分類することにした。それ

が、「原生区域」、「自然区域」、「準自然区域」、「準整備区域」、「整備区域」の 5区域であ

る。利用者 グループとの対応では、「自然区域」が 1群、「準自然区域」が 2群、「準整備

区域」が 3群に当たる。

そして、各区域 (レ クリエーシヨン空間)の属性を、前述の利用者アンケー トの分析結

果を基に、管理の視点も加味して、表 2の ように定めた。これが大雪山国立公園用のRO

S分類である。

表 2.大雪山国立公園におけるROS分 類

歩遭の整備状況

ベンチ・テープル

道標

自然解説板

注意標説

立入禁上のロープ

山小屋

監視員・レンジヤー

歩道で人と出会う頻度

クマと蓮遇する可能性

目的地までの往復の歩行時間

登山靴を必要とする

設置しない

分岐点のみ設置

設置しない

設置しない

設置しない

整備しない

配置しない

1日 に数回程度にする

特別なコントロールは

行わない

山の中で宿泊が必要

表 2において、たとえば「原生区域」は、歩道の整備水準は登山靴を必要とし、山小屋

。キャンプサイ トはなく、ベンチ・テーブルや 自然観察板、注意標識も設置せず、道標も

分岐点のみに止める。山中で 1泊以上しなければ到達できないほど登山口が遠 くにあり、

1日 に人と会 う頻度は数回程度、といった属性を持つ。

これに対 して 「整備区域」では、革靴やハイヒールでも歩行可能であり、ベンチ 。テー

ブルが置かれ、自然観察板、注意標識は随所に設置 され、全ルー トに立ち入 り禁止ロープ

が張られている。食事付きの山小屋が認められ、監視員やレインジャーも常駐 している。

また、登山口から 1時間以内で往復できるぐらいの距離にあり、かなり頻繁に人と出会 う。

そして、これ ら2つ の区域の中 F日]に あるのが 「自然区域」、「準 自然区域」、「準整備区

城」である。

3.2 現況ゾーニング

前項で求めたROS分 類 (5区域区分)を実際の大雪山国立公園に適用するために、大

雪山国立公園 (表大雪)の全登山道を踏査し、利用者アンケー ト調査と同じ項 目 (歩道の

自然 区域進 整 備 区 1立 準 自然区域幕 情 区域

要所のみ設置

自炊の山小屋を
整備

時々巡回

刊時間に数回程度に
する

可能性をできるだけ
低くする

日帰り

登山靴を必要とする

設置しない

分岐汽のみ設置

あまり設置しない

あまり設置しない

要所のみ設置

自炊の山小屋を
整備

時々巡回

1時間に数回程度に
する

可能性をできるだけ
低くする

半日以内

登山靴を必要とする

ベンチを設置

一定距離ごとに設置

随所に設置

随所に設置

革靴やハイヒールで
も歩行可能にする

ベンテ・テーブルの

両方を設置

一定距離ごと1こ 設置

随所に設置

随所に設置

全ルートに設置

食事が出る山小屋を
整備

常駐

10分間に数回程度に
する

全く可能性がないよ
うにする

可時間以内

全ルーHこ設置

食事が出る山小屋
を整備

常駐

10分間に数回程度
にする

全く可能性がないよ
うにする

3時 間以内

運動靴で歩行可能
にする

ベンチを設置

―定距離ごとに設置

随所に設置

随所に設置
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整備状況、ベンチ・テーブル、道標等)について調査 した。テ見地調査は、大雪山国立公園

の利用者が一番多い夏期を中心に、雪のない 7～ 9月 に実施 した。

また、登山道の評価のために、登山道の現地調査の結果も踏まえながら、登山道を地形

・植生 。歩道の状態および登山口からの時間距離を勘案 して、適当な等質区間に分割 した。

そのさい山頂や分岐は結節点とし、長さを持たない区間として登山道 と同等に扱 うことに

した。結節点を除く一区間の長 さは短いところで300m、 長いところで4、 500m、 平均す

ると約 1、 500mである。

こうして定めた登山道の区間 (結節点を含む)ご とに、利用者アンケー トと同じ評価項

目 (表 1)に ついて 1～ 5の評点をつけ、これらのデータを統計処理して、現実の登山道

の各区間がROS分 類のどの区域に属するかを判別 した。その結果を示 したのが、付録に

載せた現況ゾーニングマップである (計画案Dの図)。

このマップから読み とれるのは次の点である。

第一に、全体的な傾向として、当然の結果ではあるが、登山口に近い方から「整備区域」

→ 「準整備区域」→ 「準自然区域」→ 「自然区域」→ 「原生区域」の順に分布 している。

第二に、ただし一部には例外があり、登山口に近 くても「原生区域」に区分 される区問

がある。勇駒別温泉から姿見に向か う登山道の上部区間、愛山渓温泉近くの松仙園付近、

高原温泉から緑岳への区間などである。これは、登山道に悪路が含まれていた り、道標や

案内板、ベンチ・イス等の設備がなかった り、登山客が少なかった りするためである。そ

の一方で、北海岳～ 白雲岳の区間のように、登山口から半日程度離れていても、登山道が

歩きやすかった り、道標や木去内板、ベンチ・イス等が整備 されている (実 際には壊れてい

るものも含む)ため、「準自然区域」に分類 されている区間もある。

第二に、山域全体を見ると、自雲岳避難小屋を境に、その南側はほとんどが「原生区域」

となっているのに対 して、北側は 「自然区域」「準 自然区域」が主体 となっている。北側

は、いわゆる表大雪の核心部であり、大勢の登山者が 日帰 りで訪れる区域である。また、

登山道は概 して歩きやすく、施設・設備 も相対的に整っている。一方、白雲小屋以南は、

日帰 りが困難な山域が含まれ、相対的に登山客も少なく、人工的な施設・設備 もあまりな

い、原生的な雰囲気が残されている区域である。

3.3 管理計画の構成

管理計画は 「管理 目標」、「レクリエーション空間」、「ゾーニング」および 「アクショ

ンプラン」の4つから構成される。

ここで「管理 目標」とは、公園管理を行 う上での基本的な目標のことで、たとえば、現

状よりも自然性を重視 した管理を行 うとか、逆に利用の利便性を重視 した管理を行 うとい

うような表現をとる。

「レクリエーション空間」 とは、管理 目標を具現化 したレクリエーション空間のあり方

を示 したもので、前述のように、物的環境、社会的環境、管理水準の 3つの要素から成る。

「ゾーニング」は、前述のROS分 類の 5区域 (原生自然区域、自然区域、準自然区域、

準整備区域、整備区域)を 「管理 目標」に適合する形に配置したものである。たとえば、

自然性を重視 した 「管理 目標」の下では、原生自然区域を広くとったゾーニングを採用す

るし、利便性を重視 した「管理 目標」の場合には、準整備区域や整備区域を広 くとったゾ
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―ニングとなる。

最後に「アクシヨンプラン」 とは、「管理 目標」に沿つた 「レクリエーシヨン空間」を

実現するために必要な施策を示 したものである。

3.4 管理目標の設定

ここでは大雪山国立公園の将来の管理 目標 として、より自然性を重視 した管理を行 うケ

ースを 3通 り、より利便性を重視 した管理を行 うケースを 3通 り、それぞれ定め、これに

現状凍結のケースを加えて、全部で 7通 りの管理 目標を設定した。

管理 目標の設定に当たつては、それぞれの管理 目標ができるだけ具体的で、誰にでもイ

メージしやすいものとすることを心がけた。すなわち、より自然性を重視する管理 目標 と

しては、現在より開発が進んでおらず、利用者数も少なくて、自然性が高かつた過去のあ

る時点を目標に置くことにした。これに対し、より利便性を重視する管理 目標 としては、

整備水準と利用水準の 2つを段階的に引き上げた状態を目標とすることにした。具体的に

は、次の 7つの管理 目標を設定した。

O計画案A:自 然性最重視

。人手の加わらない原生 自然 との一体感を重視。

・1934年 の国立公園指定当時の状況に近づける

O計画案 B:自 然性重視

・ア兄在より整備水準を下げる。

・層雲峡 と旭岳ロープウェイ設置以前 (1965年頃)の状況に近づける。

○計画案 C:状況回復 (★推奨案 )

。現在より利用水準を下げる (整備水準はそのまま)。

・現在より利用のインパク トが小 さかつた1980年代前半の状況に近づける

○計画案 D:デ兄状凍結

。現在の状況をそのまま維持する。

。そのために必要な対応は取る (現在の趨勢を容認するわけではない)

○計画案 E:現状追認

・現在の利用状況を追認 し、現状の問題点を解消するための整備を行な う

。現状より整備水準を少 し上げる (利用水準はそのまま)。

○計画案 F:利便性重視

・現状より整備水準・利用水準とも上げる。

・アクセスを現在より改善する

O計画案G:利便性最重視

・手軽に自然に触れ られること・眺められることを重視。

・大雪山縦貫・横断道路を建設する

上記の 7つの管理 目標を定めるに当たつては、まず F兄状凍結 (D)を 中心に置いて、次

に自然性重視 と利便性重視のそれぞれ最 も極端なケース (Aお よびG)を決め、最後に現

状維持 と両極端 との間に、それぞれ 2つずつのケースを (B、 Cお よび E、 F)挿入する
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表3.大雪山国立公国の管理計画 (管理目標とレクリエーション空間)

（
ヽ

G利便性最重視

大雪山縦貫 B横断道

路の建設

手軽に自然に触れら

れる・眺められる

旭岳 7合 目から頂上

までロープウェイ新

設

ゲート開放、林道の

延長を行う

現在の砂利道はアス

フアルト舗装にする

大雪山縦貫道と横断

道開設

小屋・キャンプ場の

増設およびグレード

アップ (買・容量とも

向上)+ホテル新設

悪路 の完全解 消 十

快適性追及

増加傾向を容認 (入

込者数規制せず)

同左

F利便性重視

アクセスを現在より改
善する

現状より整備水準・利

用水準ともに上げる

層雲峡・旭岳ロープウ
ェイあり

ゲート開放、林道の延

長を行う

現在の砂利道はアス

フアルト舗装にする

三笠新道利用

小屋・キャンプ場の増

設 (質は現状で容量の

み拡大 )、 トイレ設置

(南沼、裏旭、沼ノ原)

悪路の完全解消

増加傾向を容認(入込
者数規制せず)

現状よりもロープや看

板を場所によって増や

す。監視員等との出会

いも増える

E現状追盟

現状追認 (現在 の間

題点を解消するため

の整備を行う)

現状より整備水準を

少し上げる

層雲峡・旭岳ロープウ
ェイあり

入山口までの道路は

現状維持(今後、林道
の延長は行わず、舗

装も行わない)

同 左

山小屋・キャンプ場の

増設(質 は現状で容量

のみ拡大)、 トイレ設置

(南沼、裏旭、沼ノ原)

悪路の一部解消 (木

道設置など)

同左

D現状凍結

現状の維持

現状の利用状態
のままに凍結する

層雲峡 t旭 岳ロー

プウェイあり

入 山 口までの道

路は現状維持

三笠新道不利用

山小屋・トイレ改

善しない

登山道は現状維

持 (補修のみ)

現状のまま(一 部

季節的入込者数

規制あり

C状況回復

1980年前半の

状況 (★推奨案)

現状より利用水

準を下げる

トムラウシ短縮

林道なし

三笠新道なし

層雲峡・旭岳ロ

ープウェイあり

山小屋・キャンプ

場の位置・規模

は同じ

登 山道の侵食・

植生破壊今より

軽度

登山者数につい

ては現状の 2/3

ぐらい

同左

B自然性重視

層雲峡 E旭岳ロープ

ウエイ設置以前(1965

年頃)に近づける

現状より整備水準を

下げる

層雲峡・旭岳ロープ

ウェイなし

現在の入山口はい

ずれもあり

トムラウシ短縮林道
なし。勇駒別およびト

ムラウシ温泉への道

路は未鈴装 =悪路マ

イカー規制なし

三笠新道なし

山小屋・キャンプ場
の位置・規模は同じ

表六雪の道標 が現

在より相当少ない

登山道の侵食・1直 生

破壊小・裸地化も小

登山客主体で観光

客少

同左

A自然性最重視

1934年目立公国指定当

時にできる限り近づける

人手の加わらない自然と
の一体感を味わう

層雲峡と天人峡までの

舗装路のアクセスあり

高原温泉、銀泉台、沼ノ

原回はアクセスなし。国

道から徒歩

愛 山 渓 、トムラウシ温

泉、勇駒別までの砂利道

アクセスあり。マイカー規

制でシャトルバス

三笠新道なし

山小屋は黒岳小屋のみ

表大雪の道標が現在よ

り相当少ない

登山道の侵食・植生破壊

小・裸地化も小

きわめて少数

現状よりもロープや禁止

看板を少なくする。レンジ

ャー・監視員との出会い

も少ない

アクセス

施設日登

山道

入込者

数

管理水

準

計画案

管理目標

レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
空
間



とい う手順をとつた。

自然性重視の最極端を大雪山国立公園の開設当初 (A)と したのは、それが国立公園の

レクリエーション利用の始ま りの時期であつたという点で妥当と考える。また、その後の

大雪山のレクリエーション利用を大きく変えたのが層雲峡 と旭岳ロープウエイであつたこ

とを考慮 して、ロープウエイ設置以前と以後の状況を、それぞれ管理 目標のBと Cと した。

次に、利便性重視の最極端は、かつて構想 された大雪山横断道路と縦貫道路が完成した状

況 (G)に置いた。これは従来型の山岳レクリエーシ ョン開発の究極の姿とも言 うべきも

のであり、現在では現実性に乏しいが、手軽に大雪山の自然に触れるために利便性を最重

視するとどうなるかを示すには格好の設定 と考える。 Dと Gの 中間には、現在のレクリエ

ーション利用に伴つて既に発生している問題 (オーバーユースの問題)を解消するための

必要最小限の整備を行な うケース (E)と 、アクセスを改善して整備水準・利用水準とも

に向上させるケース (F)を設定 した。

なお、自然性重視の極であるAは 、人手の加わらない自然 との一体感を求めることがレ

クリエーション体験の目標 となり、これに対 して利便性重視の極であるGは、できるだけ

手軽に自然に触れ られること 。眺められることがレクリエーション体験の目標 となる。

3.5 管理計画案

ここでは、管理計画案 A～ Gについて、「管理 目標」「レクリエーション空間」 (表 4)、

おょび 「ゾーニング」の具体的な内容について解説を行 う (ゾーニング図は付録を参照の

こと)。

(1)計画案A:自然性最重視案

「管理 目標」は「人手の加わらない原生 自然との一体感を重視」することであり、具体

的には「1934年の国立公園指定当時にできる限り近づける」ことを目標 とする。登山ロヘ

のアクセスを大幅に後退 させることによつて、「原生区域」を広く確保 しようとい うのが

計画の骨子である。

現在の 2大登山口である層雲峡と旭岳温泉 (勇駒別)については、ロープウエイとリフ

トを撤去し、入山は温泉からとなる。 しかも勇駒別 (旭岳温泉)へは自家用車の乗 り入 り

を規制 し、志比内からシャ トルバスでの送迎とする。国立公園指定当時の状況を厳密に適

用 しようとすれば志比内辺 りから徒歩 となるが、すでに自動車道路が存在する現状を考え

ると、そこまでの後戻 りは必要ないと考え、シャ トルバスによる送迎とした。ちなみに現

在の道路は立派に舗装 されているが、計画案Aではこれを未舗装化するものとする。

シャ トルバスによる送迎方式は天人峡と愛山渓についても同様で、どちらも自家用車の

乗 り入れは認めず、志比内または国道39号線からのシャ トルバスによる送迎のみとなる。

トムラウン温泉についても、同じくシヤ トルバスでの送迎 とする (ど こからの送迎にする

かは保留 )。

銀泉台、高原温泉、沼ノ原登山日については、デ兄在の林道を閉鎖して、国道39号線から

徒歩でアプローチするものとする。これによつて、これらの登山口へのアクセスは大幅に

低下 し、これ らの登山口からの入山者は激減することが予想 される。

また、山小屋についても、残るのは黒岳石室、旭岳石室、白雲岳避難小屋の 3つだけで、

忠別岳避難小屋 とヒサゴ沼避難小屋、そして銀泉台の小屋の 3つは撤去する。
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表4.大雪山国立公国の管理計画 (アクションプラン)

Ｉ
Ｉ

（
⑤
　
！
―

G利便性最重視

大雪山横断・縦貫道路建
設
登山道・歩道の全般的整
備

アクセス道路の延長と改
良
サービス施設 (レストラ
ン・土産店・宿泊施設)大
増設
駐車場・トイレ等の利便
施設大増設

保護規制の緩和

監視体制の強化

林道ゲート開放

モラルキャンペーン
インタープリテーションの
充実(受動的)

裂昼幅選甥 9買8
実施

非常に困難
自然保護運動の
鋭化
地域の三分化

激化・先

F利便性重視

保護規制の一部緩和

監視体制の一部強化

林道ゲート開放

モラルキヤンペーン
インタープリテーション
の充実(受動的)

利用情報の充実・利用
の誘導・ガイダンスの
実施

かなり困難
自然保護運動の盛り
上がり
地域の三分化

墓梓
道・歩道の部分的

アクセス道路の延長と
改良

トイレ新設・山小屋の
拡張
駐車場・トイレ等の利
便施設整備

E現状追認

インタープリテーシ
ョンの充実 (受 動
的)

利用情報の充実・
利用の誘導・ガイ
ダンスの実施

それほど問題なし
意見の対立はあり
うる

登山道・歩道の部
分的整備 (木道設
置)

トイレ新設・山小屋
の拡張
一部駐車場の拡張

現状レヘ〕♭の規制の
維持

監視体制の一部強
化

D現状凍結

利用の集中する
季節には、一部の

映抒至プ入サ
山
扉鶏と

上限を設ける
全域で入山料を徴
収

C状況回復

一部登山道の廃道
無用な道標・案内
板・説明板の撤去

インタープリテーショ
ンの充実(主体的)

利用情報の充実 =利

用の誘導・ガイダン
スの実施
利用規制について
の情報提供の徹底

やや困難
意見の対立が不可
避

季節を問わず全域
的に入山者数、グル
ープサイズに上限を
設ける

全域で入山料を徴
J又

B自然性重視

ロープウェイ撤去
一部登山道の廃道

アクセス道路の一部廃
止
アクセス整備水準引き
下げ
無用な道標・案内板・説
明板の撤去

季節を問わず一部の地
域では入山者数、グル
ープサイズに上限を設
ける

一部の地域では入山料
を徴収
自家用車によるアクセ
スを制限
法的処罰の導入

インタープリテーション
の充実(主体的)

剛築鞘貌 隈
施

利用規制についての情
報提供の徹底

困難
意見の対立が不可避

地域の反発大

A自然性最重視

ロープウェイ撒去
一部登山道の廃道

アクセス道路の大部分廃
止
アクセス整備水準大幅引
き下げ
無用な道標・案内板・説明
板の撤去
山小屋の撤去

季節を問わず一部の地域
では入山者数、グループ
サイズに上限を設ける

一部の地域では入山料を
徴収
自家用車によるアクセスを
制限
登山経験による許可制
林道ゲートの閉鎖

インタープリテーションの
充実(主体的)

利用情報の充実・利用の
誘導の徹底

梨展離
ついての情報

非常に困難
意見の対立が不可避

地域の反対運動の激化・
先鋭化

インフラ

規制

普及啓発

合意形成

計画案

ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン



こうしたアクセスと施設の整備水準の大幅な引き下げによつて、「原生区域」を大幅に

増や し、登山域のほとんどをカバーするようにする。たとえば、現状 (計画案D)では、

お鉢平を囲む表大雪の主要部が 「自然区域」または「準自然区域」であるのに対 し、計画案

Aではそのほとんどが 「原生区域」 となる。「原生区域」でないのは、層雲峡～黒岳、勇

駒別～姿見～旭岳・裾合平、愛山渓～沼ノ平の 3カ 所のみである (いずれも「自然区域」)。

(2)計画案 B:自然性重視

「管理 目標」は 「現在 より整備水準を下げる」ことであり、具体的には「層雲峡 と旭岳

ロープウェイ設置以前 (1965年頃)の状況に近づける」ことを目標 とする。計画案Aほ ど

ではないが、山域全体にわたつて 「原生区域」を広めに確保することが 目的である。

整備水準の引き下げは主としてアクセスの面である。現状 との最も大きな違いは、層雲

峡 と旭岳のロープウェイ・ ヅフ トを撤去することで、これによつて各登山口から山岳への

アプローチが長くな り、お鉢平周辺に広 く「原生区域」を確保できる。また、 トムラウシ

温泉から トムラタシ山への短縮ルー トとなっている林道の廃上により、 トムラウシ温泉か

ら トムラツシ山への区問も「原生区域」に戻せる。このほか登山道では、高原温泉から高

根ヶ原への短縮ルー トである三笠新道を廃止 し、白雲岳避難小屋以南を「原生区域」とす

る。

一方、計画案Aと は違い、各登山口への自家用車の乗 り入れは現在 とほぼ同じ程度に認

め、各登山口から日帰 りで往復できる範囲は「自然区域」や 「準自然区域」を確保する。

これによつて、計画案 Aでは自動車の乗 り入れが不能であった東側の各登山口 (銀泉台、

高原温泉、沼ノ原入 日)周辺が、計画案Aと は違つてくる。

なお、層雲峡と旭岳ロープウエイがないために、層雲峡から黒岳 7合 目までの登山道が

復活するほか、勇駒別 (旭岳温泉)か ら姿見までの区間が、テ兄在よりも利便性の高い「準

自然区域」となる。

チ兄状と比べると、全体 として 「原生区域」がかなり広が り、自然性を重視 した 「管理 目

標」を満足するゾーニングとなっている。

(3)計画案 C:状況回復

「管理 目標」は、物的環境 (ア クセスや施設)の整備水準は現状のままで 「F兄在 より利

用水準を下げる」ことである。具体的には、「現在 より利用のインパク トが小 さかつた 19

80年代前半の状況に近づける」 (登 山者の入 り込み数でチ兄在の約2/3)こ とを目標 とする。

物的環境を現状とほとんど変えないで入 り込み数を減 らすには、入山制限等の措置が必要

となる。

物的環境の水準が現状 とほぼ同じだけに、ゾーニングも基本的に現状に近いものになる。

現状 と違 うのは次の 3カ所である。

第一は、現在の短縮ルー トを廃止することによつて、 トムラウシ温泉から トムラウシ山

までの区間を「自然区域」から「原生区域」に戻す。 トムラウシ山は表大雪でも最も奥深

い所にありながら、最近では トムラタン温泉からの日帰 り登山客の増大によつて俗化が進

みつつあり、植生の破壊や トイ レ問題等が発生している。計画木安 cではこれを80年代前半

の状態に戻すことをね らうわけである。

第二は、北海岳から自雲小屋周辺に 「原生区域」と「自然区域」を増やす。層雲峡およ

び銀泉台から白雲小屋にかけての区域には、シーズン中かなりの入 り込みが見 られ、白雲
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小屋 も混み合 う。この状態を何 らかの形で改善して、白雲小屋周辺で自然性を回復する。

第二は、沼ノ平周辺を「準自然区域」から「自然区域」に変える。愛山渓からの入山者

は、ロープウェイのある層雲峡や勇駒別に比べればはるかに少ないが、沼ノ平周辺は木道

や案内板が設置され、都市公園のような整備が進みつつある。計画木安 cでは、周辺の自然

景観を考えて、より自然性を重視 した「自然区域」として再生させることを意図している。

以上のように、計画案 Cは、オーバーユースによる登山道の破壊、屎尿汚染、あるいは

俗化 といつた問題を解決するために、現状より自然性を重視 したゾーニングを採用し、整

備水準は変えずに入 り込み数を減 らそ うとするわけである。この案が、我々が推奨する計

画案である。

(4)計画案 D:現状凍結

現状凍結とは現在の状態を維持するとい うことであり、現在の趨勢を放置するとい う意

味ではない。 したがって、何らかの措置を講ずることが前提 となる。

アクセスについては現状からの変更はない。山小屋や トイレも現状のままで、とくに改

善はしない。登山道も補修のみで、木道等の新設はしない。入 り込みも現状維持であり、

もしも増加傾向にあるなら、増やさないための制限は課す。ゾーニングは現状のままであ

るので、説明は略す。

(5)計画案 E:現状追認

「管理 目標」は「現在の利用状況を追認 し、現状の問題点を解消するための整備を行な

う」ことである。換言すれば、現状の利用水準はそのままで、整備水準を少 し上げるとい

うことである。 したがつて利便性は現在より高まることとなる。

まずアクセスについては、テ兄状 と基本的に変わらない。主な変更点は、 トムラウシ温泉

からの短縮ルー トの登山口にある駐車場を現在より少 し拡張することと、三笠新道を下 り

専用のエスケープルー トとすることである。

その他の物的環境では、登山道の整備、 トイレの設置、山小屋の拡張の 3つがポイン ト

である。すなわち、登山道では、松仙園の湿地に木道を設置すること、トイレについては、

ア兄在キャンプ地の汚染が問題視 されている トムラタシ南沼、沼ノ原、および裏旭のキャン

プ場の 3カ所に新設すること、そして山小屋に関しては、白雲岳避難小屋 と忠別岳避難小

屋、およびヒサゴ沼避難小屋を拡張すること (た だし、質的なグレー ドアップは行わず、

収容人員を増やすのみ)である。いずれも現在のオーバーユースによる問題の解決を目的

とした措置である。

ゾーニングについては、整備水準の引き上げに伴つて、より利便性の高い区域を少 し増

やす。具体的には、第一に、木道を設置する松仙園周辺を「原生区域」から「自然区域」

に変更する。第二に、小泉岳と緑岳の間を同じく「原生区域」から「自然区域」に変える。

第二に、白雲岳避難小屋以南で少し「自然区域」を増やす、そして第四に、沼ノ原周辺を

「準 自然区域」とし、より手軽に自然体験ができる場 とするとともに、五色ヶ原までの区

間を「自然区域」に変える。

計画案 Eは、現状の趨勢を追認 して、より利便性を高める方向に整備する案であるだけ

に、全体として 「原生区域」を縮小するようなゾーニングとなる。現状を以前の状態に戻

すことを目標 とする計画案 Cと の違いに着 目してほしい。

(6)計画案 F:利便性重視
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「管理 目標」は「現状より整備水準・利用水準とも上げる」ことで、山域全体としてレ

クリエーション体験の利便性を向上させることが目標 となる。

物的環境 としては、アクセスの改善が最も大きな特徴である。登山口ごとに、「レクリ

エーション空間」と「デーニング」の設定状況を、現状と比較 しつつ述べれば次の通 りで

ある。

層雲峡では、黒岳 7合 ロリフ ト終点から黒岳までの登山道を一般観光客でも歩きやすい

ように「準整備区域」 として整備する (階段や手す りなども設置する)。 勇駒別では、姿

見の遊歩道を「整備区域」 としバ ヅアフリー化する。また、裾合平までの区間を「準整備

区域」として一般観光客にもアプローチ しやすく整備する。さらに、ロープウェイの付け

替え (実際には既に完了済み)に よつて、勇駒別～姿見間の入 り込みが増えると予想され

るため、ここを「準自然区域」として登山道や案内板の整備を行 う。

愛山渓では、登山口までの現在の道路をアスファル ト舗装にするとともに、西側に延び

る林道を改修する。また松仙園周辺に木道を設置する。現在の松仙園一帯は整備の手が加

わらず 自然性の高い雰囲気が残つているが、こうした整備を通 じて沼ノ平のような遊歩道

的な空間 (「 準整備区域」)に変えていこうとい うわけである。

銀泉台については、登山口までのアクセス道路をアスファル ト舗装 とし、利便性を高め

るが、プーニングはとくに現状から変更はしない。

高原温泉も、アクセス道路をアスファル ト舗装するとともに、高原沼一帯を「準整備区

域」 として遊歩道化する。なお、高原沼付近はヒグマの生息域であるが、監視人を増や し

てヒグマが人間と接触する危険を少なくすることにより、人々が立ち入 りやす くするよう

にする。また、高根ヶ原に通 じる三笠新道は、計画案 Eと 同じくエスケープルー トとして

下 りのみの使用に制限するものとする。

沼ノ原登山口については、現在の林道を舗装 した上で、五色の水場付近まで延長し、沼

ノ原へのアプローチを大幅に改善する。沼ノ原一帯は 「準整備区域」として遊歩道化 し、

トイレや休憩所も設けて、一般客が気軽に立ち寄れる場所 とする。また、アクセスの改善

により、五色ヶ原から忠別岳・化雲岳へのアプローチも大幅に向上するので、この周辺一

帯を「自然区域」として登山道の整備を行 う (木道の設置や刈 り払いの徹底など)。 また、

忠別岳避難小屋については、入 り込みの増加に備えて増築を行 うものとする (た だし、サ

ービスレベルは現状のままとし、寝具や食事の提供はしない)。

最後に トムラウシ温泉 日であるが、現在の短縮ルー トとなつている林道を延長・舗装 し、

トムラタシ山へのアクセスをさらに改善する。また、 トムラウシ山周辺を「自然区域」な

いしは「準自然区域」として整備 していくために、トムラウシ南沼には トイレを設置する。

さらに、ヒサゴ沼避難小屋についても、忠別岳避難小屋 と同様、入 り込み客の増加に備え

て増築を行 う。

計画案 Fで は、とりわけ白雲岳避難小屋以南の「原生区域」の縮小が顕著である。これ

らの山域は、現在ではアクセスの不便から山中宿泊を前提 とした登山者のみに限られるが、

計画案 Fでは、沼ノ原 と トムラウシ温泉からのアクセスを改善することによつて、 日帰 り

客をも呼び込めるようにするためである。

(7)計画案 G:利便性最重視

「管理 目標」は「手軽に自然に触れられること・眺められることを重視する」ことであ
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る。 ここでは、かつて構想された大雪山横断道路と縦貫道路の建設を前提 とした計画案を

考える。計画案 Gにおける「レクリエーション空間」と「ゾーニング」の設定状況を、山

域ごとに述べれば次の通 りである。

まず、表大雪の核心部であるお鉢平周辺であるが、横断道路の建設はこの山域のレクリ

エーション利用に根本的な変化をもたらす。横断道路の路線については不明な部分がある

が、ここではとりあえず、姿見から裾合平を通つて中岳分岐に至 り、間宮岳、北海岳の近

くをかすめて、小泉岳、赤岳の周辺を通 り、銀泉台に抜けるルー トを想定した。また横断

道路の建設に合わせて、層雲峡から黒岳へのアクセスを改善するために、現在のリフ ト終

点である 7合 日から黒岳山頂までをロープウェイで結ぶこととした。

この道路の開通によつて、沿道の山域は一気に観光地化される。道路沿いには展望台や

休憩所が設けられるであろうし、起点となる姿見や銀泉台にはホテルの建設も予想 される。

それ らを考慮 して、計画案 Gでは、勇駒別～銀泉台間の主要な結節点である裾合平、中

岳分岐、間宮岳、北海岳、小泉岳、赤岳、駒草平等はすべて 「整備区域」とした。また、

お鉢平周辺と白雲岳避難小屋周辺は 「準整備区域」 とし、運動靴程度で気軽に歩ける整備

を行 うものとする。要所要所には トイレを配置 し、黒岳石室や白雲岳避難小屋 も寝具と食

事付きの山小屋にグレー ドアップする。

横断道路の建設によつて、北鎮岳から永山岳にかけての山域や、沼ノ平、愛山渓に至る

区間も様変わ りする。これらの区域は基本的に「準 自然区域」とし、運動靴でハイキング

ができる程度の登山道の整備を行 う。難所には木道や階段を設け、刈 り払いを徹底する。

ただし、比布岳から永山岳にかけてと当麻尾根は、横断道路からの距離や標高差などを考

えて、より自然性の高い 「自然区域」として残すものとする。

次に、 トムラウシ山と十勝連峰の間を通る縦貫道路の影響であるが、縦貫道路からトム

ラウシ山への新規登山道をつ くるのでなければ、横断道路のような直接的影響は小さいと

考えられる。そこで計画案Gでは、 トムラクシ山の自然性をある程度保存するために、縦

貫道路からの新規登山道は設けないこととした。ただ し、前述の計画木安 Fと 同様、現在の

トムラウシ温泉からの短縮ルー トについては、林道の延長と舗装によリトムラウシ山への

アクセスを改善するものとした。ゾーニングについて言えば、 トムラウシ温泉から トムラ

クシ山への区間は 「準 自然区域」として利便性の向上をはかるが、 トムラウシ山頂一帯は

「自然区域」として保全を図りたい。

高原温泉と沼ノ原の登山口については、前述の計画案 Fと 同様、登山口までの道路の舗

装と延長によつて、山域へのアクセスを改善し、これ らの登山口からの日帰 リコースを「準

自然区域」と「準整備区域」 として整備する。高原沼および沼ノ原一帯は、一般観光客が

靴を汚さずに歩ける水準まで遊歩道を整備する。また高原温泉では現在のホテルをグレー

ドアップし、収容人数 と内容の充実を図る。

他方、天人峡からのルー トに関しては、第一公園から小化雲岳に至る悪路を解消する程

度の整備に止める。 これは天人峡温泉から滝見台までの区間が急傾斜の崖を登 らねばなら

ないため、他の登山口のように、アクセスの改善や登山道の遊歩道化が困難であるためで

ある。

最後に、山中の山小屋であるが、白雲、忠別、ヒサゴ沼の各避難小屋は、いずれも食事

と寝具付きの本格的な山小屋 として改築する。横断道路や縦貫道路が通るような段階では
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山域全体が観光的な性格を帯びるので、山小屋についても食事・寝具のない避難小屋では

不釣 り合いと考えるからである。

以上のような整備によつて、計画案 Gでは「原生区域」が存在 しなくなる。ただし、そ

の段階でも化雲岳を中心とする一帯は 「原生区域」の次のランクである「自然区域」とし

て残 していく。これ らの山域でも、アクセスの全般的改善によつて 日帰 りが可能となるが、

自然性の高い雰囲気だけは残す必要があると判断されるためである。

3.6 アクションプラン

表 4に、各管理 目標を達成するために必要な方策、すなわちアクションプランを整理し

て示す。方策は「インフラ」、「規制」、「普及啓発」、「合意形成」の 4つからなる。

「インフラ」とは、ロープウエイ 。リフ ト、アクセス道路、道標や案内板、山小屋やキ

ャンプ場などの施設・設備をい う。現状凍結の計画案 Dか ら計画案 Aに行くほど、当然の

ことながら、インフラが少なくなり、自然性が増す。一方、計画案 Gに行くほど、インフ

ラが充実 し、利便性が高まる。

「規制」は利用者の人数をコン トロールするために行なうものである。計画案Aへ向か

うほど規制が厳 しくな り、逆に計画案 Gに 向かうほど規制は緩 くなる。規制方法としては、

エ リアの限定、総人数の規制、グループ規模の制限、入山料の徴収、アクセスの制限 (自

家用車の乗 り入れ禁止、林道のゲー ト閉鎖など)、 入山の許可制 (登 山経験等に応 じた入

山規制)な どが考えられる。計画案Aや計画案 Bでは、これ らを組み合わせたコン トロー

ルが必要 となる。また、計画案 E～ Gにおいても、高山植物の保護のために監視体制の強

化は必要 となる。

「普及啓発」は利用者が自発的に適正な公園利用を行なうことを促す。その具体的な内

容は、計画案 A～ Gに共通するものとして、インタープ リテーションの充実、利用情報の

充実や利用の誘導、ガイグンスの実施など、とくに計画案 A～ Cに必要な措置 として、利

用規制についての情報提供の徹底、また計画案 Fや Gに必要な措置 として、利用者の安全

確保の徹底やモラルキャンペーンがある。

最後に、関係者の合意形成であるが、現状凍結 (計 画案D)か ら両極に向か うほど合意

形成は困難になる。 ロープウェイの撤去を前提とする計画案Aや Bでは、地域経済への悪

影響を懸念 して地域からの反発が非常に強いであろうし、自然石皮壊につながる計画案 Fや

Gは、猛烈な自然保護運動を引き起こすだろう。お鉢平に自動車道を通す計画案Gな どは、

現在の社会情勢では実現不可能である。一方、合意形成の面でもつともスムーズと考えら

れるのは、現状の問題点の解消をめざす計画案 Eである。

3.7 各計画案の得失の比較

表 5は、各管理 目標の持つ長所 と短所を整理したものである。評価の視点としては、「レ

クリエーシヨン体験」、「自然環境」、「地域経済」、「地域社会」の 4つ の側面が考えられ

る。

(1)レ クリエーシヨン体験

現状凍結 (計画案D)か ら計画案 Aに 向かうほど、より自然的な体験ができる一方、そ

うした体験ができる人が限られる。これに対 して、逆に計画案 Gに 向かうほど、より手軽
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表5.大雪山国立公国の管理計画 (各案の長所と短所 )

Ｉ
ｌ
　
Ｏ
Ｎ
　
Ｉ
Ｉ

G利 便性最重視

手軽に高山帯に行ける

身体的弱者の利用促進

長所なし

全般的に観光収入は大

幅増大

身体的弱者が便利に利

用できる(世界が広がる)

原生体験の場が喪失し、

混雑と俗化が著しい

建設および利用の各段

階でインパクト非常に大

希少な生物種が絶減す

る可能性がある

管理コストが非常に増 六

(ゴミ・屎尿処理費用の増

大)

既存観光施設の表退

自然遺産としての価値が

喪失

一般観光地に関わる間

題点の頭在化 (治安・交

通事故・風紀)

F利便性重視

多くの人が高山帯のウ

ォーキンク
・
を楽しめる

より多くの弱者が利用

可能

長所なし

既存施設において収

入増大

多様な利用者の増加

によりにぎわいが増す

入込者数が増加し、

混雑と俗化が生じる

主として利用段階での

インパクト大

希少な生物種が絶減

する可能性がある

管理コストが増大 (ゴ

ミ・屎尿処理費用の増

大)

大雪山の特徴が失わ

れる

自然遺産としての価

値が減少

E現状追認

利便性の向上 (トイレ・小

屋について)

施設での混雑緩和

部分的にはインパクトが

改善

部分的 (限定的)に収入

増大

良くも悪くも変化が少な

い(現状が維持される)

結果として入込者数増加

で俗化する

改善箇所も時間とともに

インパクトが大になる

自然環境に与える全体

的インパクトが増

管理コストがやや増大

(部分的なゴミ・屎尿処

理費用の増大)

大きな変化なし

とくに

なし

D現 状

凍結

とくに

なし

とくに

なし

とくに

なし

とくに

なし

とくに

なし

とくに

なし

とくに

なし

C状 況回復

現状より混雑緩和

自然派の満足度向上

将来にわたリインハ
°
クト増大

がなく、現整備水準での

持続的な利用が可能

エコツーリズム型観光収

入の可能性あり

自然環境への理解が進む

利用者を制限する(技術・

能力による選別なし)

体験の機会が制限される

(時間的・金銭的に)

なし

従来型観光収入の減少

利用者減少により地域が

停滞

B自 然性重視

より自然的な体験・より

原生的な体験の実現

遠隔性が増すことによる

原生体験の増大

場所によつて自然環境

の回復が大幅に図られ

る(旭岳 '黒岳 )

エコツーリズム型観光収

入の増加

自然遺産 (生物多様性を

含む)として価値が上が

る

一部の人に利用が限定

される(技術・能力のある

人)

なし

一部地域 (ロ ープウエイ

存在地)の 従来型観光

収入の激減

同辺の一部地域の定住

人口の減少 (雇 用機会

減少のため)

A自然性最重視

完全な原生体験の

実現

全体的に自然環境

の回復が大きく図

られる

エコツーリズム型観

光収入の増加

シャトJレハ・スの収入あ

り

自然遺産 (生 物多

様性を含む)と して

価イ直が上がる

ごく一部の人に限

定される(技術・能

力のある人)

危険度増大

なし

従来型観光収入の

激減 (地 域経済に

甚大な影響 )

同辺地域の定住人

口の激減 (雇 用機

会激減のため)

レ ク リエ

ー ン ヨン

体験

自然環境

地域経済

地域社会

レクリエ

ー シ ョン

体験

自然環境

地域経済

地域社会

計画案

長
所

短
所



に快適に、また誰でもが高山体験を味わ うことができるが、その反面、混雑がひどくなり、

環境全体が俗化 して、原生体験が味わえなくなる。それぞれの管理 目標に応 じて体験の質

が異なるるわけである。

(2)自然環境への影響

手兄状凍結 (計画案D)か ら計画案 Aに 向か うほど、自然環境の回復が図られ、好影響が

期待できる。これに対 して、計画案 Gに 向か うほど自然秦境へのインパク トが強まり、逆

にマイナスの影響が出る。 とく計画案にGでは、建設段階でも大きな自然石皮壊を引き起こ

す。特に大雪山には固有種が多く、これ ら動植物の絶滅の危険性もある。

(3)地域経済への影響

計画案A～ Cでは将来的には北海道 らしい雄大な自然を売 り物にしたエコンー リズム型

の観光が伸びる可能性を有 しているものの、従来型の観光収入は減少することが予想され

る。逆に、計画案 E～ Gでは従来型の観光収入は増加するが、同時に全般的な管理コス ト

(ゴ ミ 。し尿処理など)の増大も見込まれる。

(4)地域社会への影響

計画案A～ Cでは雄大な原生地域を擁する大雪山の自然遺産 (生物多様性を含む)と し

ての価値が高まり、 自然乗境への社会の理解が進む といつた効果が見込める一方、従来型

観光収入の減少によつて周辺地域の人口減少が予想 される。他方、計画案 E～ Gでは、多

様な利用者が訪れることを通 じて地域に賑わいが増す点では利益があるが、大雪山らしい

特徴が失われ、自然遺産としての価値が損なわれる。

3.8推奨案

本報告では 7つの管理計画案を紹介 したが、我々がこの中で推奨 したいのは計画案 C(状

況回復)で ある。これはテ兄在よりも利用者数が少なく、したがつて植生の破壊やキャンプ

地周辺の荒廃、屎尿による汚染などの問題が小さかつた時代の状態に戻すという案である。

この木安が望ましい理由は以下の通 りである。

第一は、日本全体 として原生自然的雰囲気が味わえる山域が減少 しているので、大雪山

のようにそれがまだ残 されている山域は、できるだけこれを守る必要があると考えるから

である。 とくに大雪山は比較的アプローチが良いにもかかわらず、原生的自然がよく残さ

れている点で貴重である。

第二は、大雪山では現在すでに過剰利用の問題が生 じてお り、それに対して現状では対

症療法的な措置が講 じられているが (入 山者の増加に対応 した登山道や施設の整備等)、

それではなし崩 し的に整備が進むことを防げず、結果 として大雪山の持ち味である原生自

然性を損なってしま う恐れがある。過剰利用の解決には計画案 Cの ように、当該山域への

入山者数の制限等の措置が必要 と考える。

第二は、近年の国立公園管理の考え方は、全体 として規制強化の方向に向かつているの

だか ら (特別保護地区が増えている)、 利用計画も同じく規制強化の方向に向か うべきと

考えるためである。大雪山国立公園においても、高原温泉の入山時間規制やマイカー規制、

あるいは世界遺産登録に向けての動きがあり、大雪山の現状の自然性を守るために規制が

必要 とい う考え方の浸透が見て取れる。

第四は、この案が十分に現実性があるからである。計画木安Aや Bは既存のロープウエイ
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や リフトの徹去を前提としているため、地域経済への影響を考えれば合意形成はきわめて

難しいと言わねばならない。その点で計画案 Cは、アクセスや施設などの物的環境はほぼ

現状のままとするため、比較的多くの人に受け入れらやすいと考えられるのである。もつ

とも入 り込み規制の実施への抵抗を考えると、対症療法的対応である計画案 Eの方が受け

入れられやすい面があるのは事実である。

最後に、第五として、現状で様々な楽しみ方をしている大雪山の利用客の大半は、計画

案 Cの下で多少の不便さは伴 うものの、そうした体験を継続できることを挙げておきたい。

4.山の トイレ問題に関連 して

今回作成した大雪山国立公園の管理計画に関わるROS分 類 (表 2)では,元々のアン

ケー ト調査の項 目に トイレの整備水準を独立して入れていなかったこともあつて, トイレ

の整備水準に関する項 目が入つていない。 しかし,本来ならば当然含めなければならない

ことは言 うまでもない。

山岳 トイレの整備水準については,北大の愛甲氏が既に次のような「段階的 トイレ整備

水準の提案」をされている (山 の トイレを考える会HP http://village.infoweb.ne.jp/～

yoshio49/mtclean.htm)。

O山岳 トイレ整備水準 (案 )

レベル 1初級者もお とずれ、ある程度の快適性も提供するエ リア。 自然景観に影響が少

ない範囲で処理機能もしくは搬出が容易なタイプの トイ レ施設を設置 し、定期

的な巡視、維持管理を行 う。

レベル 2登 山者が自己責任で利用するエ リア、レベル 1よ りも利用数が少なくなること

も想定される。周辺の自然景観に影響がない トイレ施設を設置する。巡視・維

持管理は、シーズン前後、最盛期に数回のみ行われる。 トイレ施設は、周辺に

影響の出ない最小限のものとし、尿 と便を分離できる完全貯留式 とし、数年に

1回搬出する。利用者には使用済みの紙の持ち帰 りを基本 とし、携帯 トイ レの

使用も推奨する。

レベル 3登 山者が自己の経験や技術に従い自己責任で利用するエ リアで、巡視・維持管

理も定期的には行われない。 トイレ施設は設置せず、登山者による持ち帰 り、

または土に埋めることを基本 とし、携帯 トイ レを使用するためのブースを景観

に影響の出ない範囲で宿泊地、休憩地点等に最小限整備するとともに、利用者

に携帯 トイ レの使用や上に埋める場所などのマナーの徹底を図る。

我々のROS分 類に当てはめると, レベル 1が 「整備区域」もしくは「準整備区域」,

レベル 2が 「準自然区域」もしくは「自然区域」,レベル 3が 「原生区域」に概ね相当す

るだろう。

たとえば, トムラウシ南沼は予兄況では「原生区域」であるから, トイレ施設は設置 しな

いのが適当ということになる。これに対して,も しも将来において計画案D(現状凍結)

や計画案C(状況回復)を採用する場合にも,やはりここは「原生区域」であるから, ト
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イレは設置しない方針を採るべきである。これに対して,計画案E(現状追認)を採用す

る場合には, トムラタシ南沼は「自然区域」となるから,「周辺の自然景観に影響がない

トイレ施設」を設置するのが適当ということになる。

あるいは,次のような対応を考えることもできる。すなわち,計画案Dや Cを採用する

場合にも,緊急避難的に仮設的 トイレを設置 し,利用者を制限する他の方法 (入山制限や

トムラ短縮道の廃上など)が効果を発揮しはじめた時点で トイレを撤去して,上記のレベ

ル 3の ような対応を採るという方法である。

いずれにしても,国立公園全体を対象としたROSに よる管理計画 (ゾーニング)があ

ってこそ,こ のような対処法を検討できるのである。

5.ROSに かかわるトピックス

最後に,ROSに かかわるいくつかの トピックスを紹介 して,本報告の締めとしたい。

自然公園の利用 と管理をめぐつての従来からの主な議論は、利用に伴 う生態的インパク

トの観点から論じられてきたものであつた。 しかし自然公園をめぐる多様な利用が行われ

つつある昨今では、ある利用形態が他の利用者に与えるインパク トの観点からも論じられ

つつある。

例えば平成 13年 6月 に起 こつた尾瀬地区での携帯電話基地局設置に関する議論では、

山の中でも携帯電話を利用することが適切な利用であるのか といつた、自然保護団体 と

NTTド コモ側の公園内での携帯電話利用の考え方そのものに対する対立が現れた。この

問題に関しては、特別保護地区にかかる部分の基地設置は見送 られたが、その周辺での基

地局の設置は行われている。

また、同年 10月 に山形市から提案 された、蔵王国定公園の最高峰・熊野岳山頂へのバ

イオ トイ レ設置に関しては、利便性向上 。生態的インパク ト低減 とい う設置推進派と景観

悪化を懸念する慎重派が対立している。

最近では大雪山国立公園の トムラウシ山登山道の沢沿いルー トの一部を、出水の危険が

あるとい う理由から迂回路新設の計画が地元の要望で検討 されている。ここでの議論は迂

回路新設による生態的インパク トよりも、登山とい う利用形態をどこまで安全を確保 しつ

つ提供す るかとい う大雪山における登山利用そのものの議論になつている。

これらの議論は、いずれもその場所をどう利用 しつつかつ保護をしていくかという、場

所ごとの明確な利用 と保護の 目標が決まっていないために起こる問題である。従来から議

論されている利用に伴 う生態的インパク トの議論もまた、この目標設定を行つてこなかっ

たことが原因であることは明白である。

ROSの概念は、「利用 と利用」の問題ばか りだけでなく、「利用 と保護」の問題を考え

ていく上でも、 1つの分かりやすい枠組みを与えてくれる。
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【話題 1】 尾瀬 。大清水入日 携帯電話サービス開始

(8月 17日 付の上毛新聞 :群馬のニュースHPよ り抜粋)

大清水入山口に設置 された携帯電話基地局  NTTド コモ (本社 。東京)は十六 日、尾

瀬の大清水入山口に設置した携帯電話基地局のサービスを開始 した。午前十時に開局する

と、付近ではさつそく携帯電話を使って連絡を取る人の姿が見 られた。

基地局は片品村戸倉の尾瀬林業大清水休憩所の裏に設置され、アンテナの高さは遊雷針を

含め一三・五メー トル。通話エ リアは大清水入山日の半径―キロと狭く、山中や尾瀬沼な

どへ電波が届 くことはない。

尾瀬地区の携帯電話基地局設置問題は自然保護か利便性かで論議 を呼んでいたが、県、 N
TTド コモ、片 品村 な どが大清フk、 帰待 峠の来抽 局計画は継続 し、件 保 諮 1+伯 区 に か んゝ る

山ノ鼻 と尾瀬沼への基地局 は白紙に戻す ことで合意∩六月 中旬か ら建設が進 められて

いた。鳩待峠は九月下旬に開局予定。

【話題 2】  トムラクシ登山道に新ルー ト 新年度内に設置 危険個所を迂回

(北海道新聞HP 2002/11/2310:37よ り抜粋 )

【新得】大雪山系 トムラウシ山 (二、一四―メー トル)への

十勝管内新得町側からの登山道をめぐり、危険個所を迂回 (う

かい)する一部新ルー トが、来年度中に設置されることが二十

二日までに決まった。

塀.在の一般 的苓 山首 は、短縮 山 首 入 り 山頂 ま で 人 キ口から

口。 新ルー トイま、「カムイ天上」んヽ らカムイサンケナイサ||を 七

同 湾 る 塀`コ ース を洋 け、南イ員lの にヽ 汗 同 十 る ● ハ キ ロ ^

】 回路だ と渡 るのは一 回で済すo^

同山は登山者の人気が高まっているが、同川付近は危険個所

として知 られ、昨年七月には神奈川県の公務員一人が下山中、

川に流され死亡している。このため、新得山岳会が関係機関に新ルー ト設置を働きかけて

いた。

これを受けて環境省上士幌保護管事務所や林野庁十勝西部森林管理署東大雪支署、道、

町が二十一 日、「大雪山国立公園新得地区登山道等維持管理連絡協議会」を発足 させ、新

ルー トの来年度内設置へ向け、法的手続きを早期に済ませ ることを申し合わせた。

【話題3】 景観か観光か、蔵王最高峰のトイレ設置で論争

(読売新聞/1月 9日 )

<内容は 94ページ参照 >
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